
令和元年 度島本 町一般会 計歳入 歳出決算 不認定 に係

る措置の 報告に ついて     

 

令和元年 度島 本 町一般会 計歳入 歳出決算 の不認 定を踏ま え、 必

要な措置 を講じ たことか ら 、地 方自治法 （昭和 ２２年法 律第６ ７

号）第２ ３３条 第７項の 規定に より 、議 会に対 し 報告 し たこと を

公表しま す 。  

 

１  不認 定とな った日  

令和２年 ９月３ ０日  

２  講じ た措置 の内容  

⑴  役場 庁舎建 設におけ る措置 状況  

役場庁舎 の耐震 化につい て は、 令和元年 町議会 ９月定例 会

議におけ る議論 を踏 まえ 、令和 ２年度当 初予算 計上の時 期を

一つのリ ミット として 、 あらた めて予算 案を提 出 すべき かど

うかを検 討 して きたが、 令和元 年度中に はその 結論を 示 す こ

とができ ません でした。  

その後、 新庁舎 建設に要 する事 業費の縮 減の可 能性や新 た

な財源確 保に つ いて 、引 き続き 、庁内に て鋭意 検討を進 めた

が、現時 点の財 政状況下 で、大 きな政策 変更を 伴う事業 の改

廃を行い 、かつ 、住民生 活にも 影響の大 きい事 業の予算 を直

ちに計上 するこ とは適当 でない ものと判 断し、 令和２年 町議

会９月定 例会議 にお いて 、本年 度中での 新庁舎 建設事業 着手



を見送る との考 えを行政 報告 し ました 。  

しかし、 同議会 にお いて 、「新 庁舎建設 につい ての 十分 な

検討がな され て いない」 、「具 体的な方 向が示 されてい な

い」等を 主な理 由として 、令和 元年度 島 本町 一 般会計歳 入歳

出決算が 不認定 とされた ことか ら、 改め て 庁内 にて 検討 を進

め、新庁 舎建設 に要する 事業費 や事業規 模を可 能な限り 縮減

するとと もに 今 後の財政 運営に お いても 新規事 業や経常 経費

を抑制し ながら 新庁舎建 設を進 めること とし、 令和２年 度 島

本町一般 会計補 正予算（ 第７号 ）に おい て 、新 庁舎建設 に係

る設計業 務の契 約締結に 要する 予算を計 上し、 年度内の 契約

締結を目 指すこ ととしま し た。  

なお、令 和元年 度 島本町 一般会 計歳入歳 出決算 不認定の 理

由として 、庁 内 での意思 決定過 程や組織 体制に 対する問 題も

指摘され たこと から、令 和２年 １０月１ ９日付 け人事発 令に

より、庁 舎整備 等検討チ ームを 組織する ととも に、庁内 機関

相互の総 合調整 及び連絡 、協調 等 の連携 を強化 するため 、検

討経過を こまめ に庁議に 報告す るなどの 対応を 行って い きま

す。  

⑵  中学 校の部 活動にお ける措 置状況  

熱中症事 故防止 の対応や 事務処 理が不適 切に行 われてい た

ことから 、再発 防止を図 り住民 、保護者 から信 頼される 学校

の実現に 向け 、 教育委員 会から 次のとお り 報告 を受けて い ま

す。  



ア  熱中 症事故 防止の取 組につ いて  

(ア) ＷＢＧ Ｔ指数 の計測に ついて 、部活動 ごとに 計測を行

い、ＷＢ ＧＴ指 数の把握 及び生 徒の状態 を観察 すること

により、 熱中症 事故の防 止に努 めた。  

(イ)  「熱中 症事故 の防止に 向けた 対応につ いて」 （令和 ２

年３月２ ７日付 け島教教 第１６ ９７号） を確認 し、熱中

症事故防 止に向 けた対応 の徹底 に努める ように 、校長会

において 指導し た。  

イ  部活 動の活 動実績（ 中学校 ホームペ ージで 公表）、 教員

特殊業務 手当及 びタイム カード の差異に ついて  

(ア) 町立中 学校に お いて、 平成３ １ 年４月 から令 和２年９

月までの 部活動 の活動実 績、教 員特殊業 務手当 、 タイム

カードを 再度確 認するよ うに指 導し た。  

町立中学 校で定 めている 「部活 動ガイド ライン 」に従

い、休養 日の設 定や部活 動の活 動実績の 報告等 を行 う こ

とにより 、適切 に部活動 を実施 するよう 、校長 会にお い

て指導し た。  

(イ) タイム カード の記録に ついて は、教職 員の働 き方改革

に伴い、 勤務時 間を適正 に記録 し把握す るもの であ るこ

とから 、 適正に 打刻を行 うよう 、校長会 にお い て指導し

た。  

(ウ) 町立中 学校に おいて、 教員特 殊業務手 当の支 給要件を

確認し、 不適切 な支給に つ いて 、大阪府 教育委 員会に報



告を行う よう 指 導した。  


